
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法

律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
過
少
申
告
加
算
税
等
の
特
例
）

（
過
少
申
告
加
算
税
等
の
特
例
）

第
十
九
条

省

略

第
十
九
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
課
税
物
品
に
係
る
内
国
消
費
税
に
対
す
る
国
税
通

３

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
課
税
物
品
に
係
る
内
国
消
費
税
に
対
す
る
国
税
通

則
法
第
六
十
八
条
（
重
加
算
税
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「

則
法
第
六
十
八
条
（
重
加
算
税
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「

同
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
た
だ
し
書
の

同
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
た
だ
し
書
の

規
定
」
と
、
「
更
正
又
は
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
更
正
」
と
、
「
法
定
申
告
期
限
ま

規
定
」
と
、
「
更
正
又
は
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
更
正
」
と
、
「
法
定
申
告
期
限
ま

で
に
納
税
申
告
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
法
定
申
告
期
限
後
に
納
税
申
告
書
若
し
く
は

で
に
納
税
申
告
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
法
定
申
告
期
限
後
に
納
税
申
告
書
を
提
出
し

更
正
請
求
書
を
提
出
し
て
い
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

て
い
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
又
は
更
正
の
請
求
を
し
て
い
た
と
き
」
と
、
同
条
第
四

と
き
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
又
は
第
二
項
の

項
中
「
前
三
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
又
は
第
二
項
の
」
と
、
「
第
一
項
又
は

」
と
、
「
第
一
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
前

前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
「

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
「
期
限
後
申
告
書
若
し
く
は
修

第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
「
期
限
後
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
の
提
出
、
」

正
申
告
書
の
提
出
、
」
と
あ
る
の
は
「
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
」
と
、
「
決
定
又

と
あ
る
の
は
「
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
」
と
、
「
決
定
又
は
納
税
の
告
知
（
第
三

は
納
税
の
告
知
（
第
三
十
六
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
納
税

十
六
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
納
税
の
告
知
）
の
規
定
に
よ

の
告
知
）
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
告
知
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
納
税
の
告
知
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
納
税
の
告
知

若
し
く
は
納
税
の
告
知
を
受
け
る
こ
と
な
く
さ
れ
た
納
付
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
」

を
受
け
る
こ
と
な
く
さ
れ
た
納
付
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
」
と
、
「
、
更
正
若
し
く

と
、
「
、
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
告
知
若
し
く
は
納
付
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
更

は
決
定
又
は
告
知
若
し
く
は
納
付
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
更
正
若
し
く
は
決
定
」
と

正
若
し
く
は
決
定
」
と
、
「
課
さ
れ
、
又
は
徴
収
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
課
さ
れ

、
「
課
さ
れ
、
又
は
徴
収
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
課
さ
れ
た
」
と
、
同
項
第
二
号

た
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
期
限
後
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
」
と
あ
る
の
は

中
「
期
限
後
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
修
正
申
告
書
」
と
す

「
修
正
申
告
書
」
と
す
る
。

る
。

４

省

略

４

同

上




